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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○基本要項2025策定の意義をスライドに示した。
○1992年に「新・社協基本要項」が策定されて以降、我が国の社会や経済は大きく変化するとともに、社会保障、社会福祉の諸制度改革が進展した。
○また、ニーズの変化・多様化、地域生活課題の複雑化・複合化に応じ社協活動・事業が広がり、この間に職員数や予算規模が急拡大した。
○2000年以降、地域福祉の政策化・施策化の進展により、社協以外のNPOや企業などが参入するとともに、福祉以外の他分野との連携・協働の必要性が高まっている。
○こうした状況を踏まえ、基本要綱2025は、社協の使命や理念、活動原則、機能等を再確認し、継続することや時代の変化に応じて発展させていくこと、新たに追加することとした。
○あわせて、社協が持つ特徴や強みを、それぞれの社協の役職員が十分に認識し、各地域の実情に応じてそれらを発揮していくための指針として基本要綱2025を策定することにした。⏎
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇基本要項2025のポイントの一つ目は、「社協の使命と住民主体の理念」を明記したこと。
〇第一次案で既に、社協の使命として「ともに生きる豊かな地域社会づくり」を掲げ、住民主体の理念を明確化していたが、第二次案では、さらに住民主体の理念の項を新設し、「社協のすべての活動・事業及び組織経営は、住民主体の理念にもとづいて展開する」ことを明記している。⏎
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇基本要項2025のポイントの一つ目は、「社協の使命と住民主体の理念」を明記したこと。
〇第一次案で既に、社協の使命として「ともに生きる豊かな地域社会づくり」を掲げ、住民主体の理念を明確化していたが、第二次案では、さらに住民主体の理念の項を新設し、「社協のすべての活動・事業及び組織経営は、住民主体の理念にもとづいて展開する」ことを明記している。⏎
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○基本要項2025のポイントの2つ目は、「２.社会福祉協議会の組織」を「（1）社会福祉協議会の構成」、「（2）社会福祉協議会の組織特性」に分けて記載したうえで、組織特性を追記した。
〇このなかで、社協は、住民（組織）、公私の社会福祉関係者、さらに幅広い主体の諸団体が構成員として参加することで成り立っていることを追記。
〇また、社協は、他の社会福祉法人や、非営利組織とは異なる特性を有する組織体である。そのため、協議体・運動体・事業体の多面性、そして公益性をもつこと、全国ネットワーク組織であること等を「社協の組織特性」として記載した。⏎
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
〇基本要項2025のポイントの3つ目は、活動原則を①住民ニーズ基本の原則、②住民活動基本の原則、③個別支援と地域づくりの一体的展開の原則、④民間性の原則、⑤連携・協働の原則、⑥専門性の原則
の６つに整理したこと。
〇新・基本要項では社協の活動原則を5つに整理していたが、新・基本要項以降の社協の活動・事業の展開を踏まえ、基本要項2025の第一次案では７つに、そして第二次案では６つに見直している。
○とくに、個別支援と地域づくりの一体的展開の重要性等を示している。⏎
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○基本要項2025のポイントの4つ目は、第1次案で12であった社協の機能をスライドのように１０項目に整理しなおしたこと。
　順に
　①住民や地域の関係者による福祉活動、ボランティア・市民活動の推進
　②組織化、連絡調整
　③福祉活動・事業の企画・実施、提案、支援
　④相談支援（＊）
　⑤権利擁護（＊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑥調査・研究、計画、ソーシャルアクションの実施
　⑦福祉教育・啓発活動の推進
　⑧地域福祉人材の育成（＊）
　⑨災害等非常時の支援（＊）
　⑩地域福祉財源の確保および助成の実施（＊） 　　
○これらは濃淡はあるが、すべての社協がこれまで取り組んできたもの、そしてこれからも取り組むべきものと考える。⏎ 　
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○こうした状況を踏まえ、基本要綱2025は、社協の使命や理念、活動原則、機能等を再確認し、継続することや時代の変化に応じて発展させていくこと、新たに追加することとした。
○あわせて、社協が持つ特徴や強みを、それぞれの社協の役職員が十分に認識し、各地域の実情に応じてそれらを発揮していくための指針として基本要綱2025を策定することにした。⏎



	社会福祉協議会基本要項2025　概要
	社会福祉協議会基本要項2025策定の背景
	社会福祉協議会基本要項2025の概要
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	社会福祉協議会基本要項2025のポイント③
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	検討経過と今後の取り組み

